
 

 

大阪府行政オンラインシステムで申請された（特別管理）産業廃棄物処理業（積替え・保管を含まない

収集運搬業）の更新申請※について、電子収納（来庁せずにクレジットカードによる納付）を実施します。 

※新規申請及び変更許可申請については、電子収納をご利用できませんので、ご注意ください。 

 

１．対象となる申請 

以下の条件を全て満たした大阪府行政オンラインシステムによる申請が対象です。 

⑴ （特別管理）産業廃棄物処理業（積替え・保管を含まない収集運搬業）の更新申請であること 

※変更許可申請と更新申請の同時申請の場合は従来のとおり来庁して大阪府手数料納付窓口

をご利用ください。 

⑵ 事前審査の開始時において、許可証の有効年月日まで１か月以上の期間があること。 

  ※許可有効期限が１か月未満の場合は、窓口へ直接ご持参ください。 

⑶ 産業廃棄物処理業（積替え・保管を含まない収集運搬業）の許可申請手続きの「（7）許可申請の 

申請書類等様式」からWord又はExcel形式の様式をダウンロードして作成した書類であること。 

※改変された様式や他行政庁の様式等、大阪府指定の様式以外は使用できません。 

注意：住民票等の原本及び産業廃棄物収集運搬業許可証の送付用のレターパックは、大阪府が

指定した期限内に郵送すること。 

 

２．申請手数料額 

産業廃棄物収集運搬業     ：73,000円 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 ：74,000円 

 

３．納付にあたっての注意事項 

⑴ 大阪府から「手数料確定」のメールが届き次第、速やかに納付してください。なお、許可証に記 

載の有効年月日の 17時 30分までに納付されない場合、許可は失効しますのでご注意ください。 

※１）17時 30分を過ぎて納付した場合は、翌開庁日付けの受付となります。 

※２）土・日・祝日に納付した場合は、翌開庁日付けの受付となります。 

  ⑵ 電子収納をご利用の際は、副本への受付印の押印はありません。副本への受付印の押印をご希望 

の場合は、その旨を大阪府までご連絡ください。 

 

４．問い合わせ先 

〒559-8555  大阪市住之江区南港北 1-14-16 大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）21階 

大阪府環境農林水産部循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処理業指導グループ 

Tel 06-6210-9564 ／ Fax 06-6210-9569 

 

 

★手続きは こちら から！ 

 

 

大阪府行政オンラインシステムによる手数料の電子収納について 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o120060/sangyohaiki/tetuduki/shorigyoukyokasinsei.html
https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/52cda0b7-4be8-4f9a-b6b3-4b2611859202/start

